
対象者 スペイン語の滞在資格 措置内容

滞在許可証所持者
-滞在許可
-労働許可
-就学
-インターンシップ
-ボランティア活動

Residencia
Trabajo
Ｅｓｔｕｄｉａｎｔｅ
Movilidad de almunos
Practicas no laborales
servicios de voluntariado

警戒事態の９０日前（１２月１５日）以降,警戒事態中に有効期限が終了した翌日から自動
的に期間が延長し，警戒事態終了後，６ヶ月間有効。
スペイン保健省令の発効前に各許可の延長の申請がなされていなくとも適用。
延長された許可証の再延長等の申請は自動延長の期間及び，自動延長の期間終了から
９０日後までの間に行うことができる。

EU圏内滞在許可所持者の家
族

Tarjeta de familiar de ciudadano
de la Unión

警戒事態の９０日前（１２月１５日）以降，警戒事態中に有効期限が終了した場合，その翌
日から自動的に期間が延長し，警戒事態終了後，６ヶ月間有効。

居住のためのＴＩＥ保持者
ＴＩＥ ｒｅｓｉｄｅｎｃｉａ　ｄｅ　ｌａｒｇａ　ｄｕ
ｒａｃｉón

警戒事態の９０日前（１２月１５日）以降，警戒事態中に有効期限が終了した場合，その翌
日から自動的に期間が延長し，警戒事態終了後，６ヶ月間有効。

ワーキングホリデー
El visado de larga duració
n(Acuerdo de Movilidad de Jó
venes)

警戒事態中に失効した場合，警戒事態終了後，３ヶ月間延長される。
自国に帰国した場合は適用されない。
(スペイン国内に滞在している場合のみ適用される。)

短期留学者 (１８０日以内)
El visado de larga duración(La
estancia por estudios)

警戒事態中に失効した場合，警戒事態終了後，３ヶ月間延長される。
自国に帰国した場合は適用されない。
(スペイン国内に滞在している場合のみ適用される。)

短期滞在者(９０日以内の滞
在，旅行者含む)

La estancia de hasta de noventa
días

警戒事態中に査証の有効期限が終了した場合，有効期限が３ヶ月間延長される。
ただし，スペイン国内に滞在している場合のみ有効。
延長された期間は今後の滞在時の最大滞在期間に考慮される。

現在スペイン以外に滞在して
おり，以下にあてはまる場合
-第三国国籍者でEU市民の家
族カード保持者，長期滞在許
可証保持者
-投資家，就労のための長期
査証保持者におけるスペイン
への入国に関して(再入国)

Entrada en España de los
nacionales de terceros países,
titulares de una autorización,
tarjeta familiar de ciudadano de
la Unión, tarjeta de identidad de
extranjero concedida en base a
una residencia de larga duración
prorrogada o de visados de larga
duración de inversores y
emprendedores.

警戒事態中に失効した場合，有効な旅券と失効した滞在許可証，又は査証を提示すること
で入国可能。

スペイン滞在者に対する失効したスペインにおける一時的居住・労働許可等の自動延長等


